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表紙*電子提供措置用*

日 時
　

2024年６月21日（金曜日）
午後２時(受付開始：午後１時)

場 所
　

東京都中央区日本橋室町三丁目２番１号
日本橋室町三井タワー
（コレド室町テラス）３階
室町三井ホール＆
カンファレンス　ホール
※末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください｡

第 104 回 定時株主総会
招集ご通知

議 案
　第１号議案 剰余金の配当の件
第２号議案 取締役５名選任の件

　

証券コード：9308
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株主各位

株 主 各 位 証券コード  9308
2024年６月５日

東京都中央区勝どき一丁目13番６号

代表取締役社長 乾　康之

【当社ウェブサイト】
https://www.inui.co.jp/ir/stock/meeting.html

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/9308/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第104回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第104回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげま
す。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）
について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載してお
りますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し
あげます。

   （上記は2024年５月29日より閲覧開始となります。）

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「乾汽船」又は
「コード」に当社証券コード「9308」（半角）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／
ＰＲ情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よ
りご確認ください。）

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面又は電磁的方法（インターネット等）によって議決
権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討くださいまして、
「議決権行使についてのご案内」をご高覧のうえ、2024年６月20日（木曜日）午後５時20分
までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

　敬　具
－ 1 －
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株主各位

■1  日　　時 2024年６月21日（金曜日）午後２時（受付開始：午後１時）
(開催時刻が前回と異なっておりますので、お間違えのないようご注意ください。)

■2  場　　所

・株主総会でのお土産の配布は予定しておりません。

東京都中央区日本橋室町三丁目２番１号
日本橋室町三井タワー（コレド室町テラス） ３階
室町三井ホール＆カンファレンス　ホール
(会場が前回と異なっておりますので、末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違え
のないようご注意ください。)

　

■3  目的事項 報告事項 １．第104期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

２．第104期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金の配当の件
第２号議案 取締役５名選任の件

　

記

－ 2 －
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株主各位

■4  招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
１. 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛

否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
２. インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使

を有効なものとしてお取り扱いいたします。
３. インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を

問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
４. 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人と

して株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要と
なりますのでご了承ください。

・当日ご出席の際は、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さい。

・電子提供措置事項に修正が生じた場合には、掲載している各ウェブサイトに修正した旨、修正前の
事項及び修正後の事項を掲載いたします。

・電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付
請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査役及び会計監
査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。

①連結計算書類の連結注記表
②計算書類の個別注記表

以　上

－ 3 －
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議決権行使のご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、ご返送くださ
い。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2024年６月21日（金曜日）
午後２時

2024年６月20日（木曜日）
午後５時20分到着

2024年６月20日（木曜日）
午後５時20分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

※議決権行使書用紙はイメージです。

－ 4 －
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議決権行使のご案内

インターネット等による議決権行使のご案内
ログインQRコードを読み取る方法

「スマート行使」
議決権行使コード・パスワードを

入力する方法
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本
見 本

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　年末年始を除く９：00～21：00）
機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

－ 5 －
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第１号議案：剰余金処分議案

第１号議案 剰余金の配当の件

株主総会参考書類

議案及び参考事項

　当期の期末配当につきましては、当期の業績と今後の事業展開等を総合的に勘案し、下記の
とおりといたしたいと存じます。

１．　配当財産の種類
金銭

２．　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金11.28円 総額283,110,707円
（年間配当金は、１株につき中間配当金3円を含め、合計14.28円となります。）

３．　剰余金の配当が効力を生じる日
2024年６月24日

－ 6 －
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第２号議案：取締役選任議案

第２号議案 取締役５名選任の件

候補者番号 氏　名 現在の当社における
地位及び担当

在任期間
（本総会終結時）

1 いぬい

乾
 

　
 

　
 

 
 

 
 

 
や す

康
 

　
ゆ き

之 代表取締役社長
(指名・報酬委員) 18年４ヶ月 再 任

　

2 いぬい

乾
 

　
 

　
 

 
 

 
 

 
た か

隆
 

　
し

志 取締役
専務執行役員 9年８ヶ月 再 任

　

3 か ん

神
 

　
ばやし

林
 

　
の ぶ

伸
 

　
み つ

光 社外取締役
(指名・報酬委員長) 7年 再 任 社 外 独立役員

　

4 む ら

村
 

　
か み

上
 

　
しょう

章
 

　
じ

二 社外取締役
(指名・報酬委員) ３年 再 任 社 外 独立役員

　

5 い わ

岩　
た

田　
け ん

研　
い ち

一 社外取締役 ２年 再 任 社 外 独立役員
　

　取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役５名の選
任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、あらかじめ指名・報酬委員会
での審議及び答申を経ております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 7 －
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第２号議案：取締役選任議案

候補者番号１　
い ぬ い

乾
 

　
 

　
 

　
 

　
や す

康
 

　
 

　
ゆ き

之 （1968年12月５日生）

再 任

所有する当社株式の数
191,816株
在任年数
18年４ヶ月
取締役会出席回数
19回中19回

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    2004年    4 月 当社入社
    2006年    2 月 同常務取締役不動産本部長兼物流本部企画部長
    2007年    12月 同常務取締役管理本部社長室長
    2008年    2 月 同代表取締役専務取締役
    2008年    12月 同代表取締役社長
    2013年    5 月 同代表取締役社長物流事業部門担当
    2015年    4 月 同代表取締役社長コーポレート部門担当
    2016年    4 月 同代表取締役社長（現任）

　取締役候補者とした理由
乾康之氏は、2004年に当社入社後、当社の事業領域の全てを経験し、2014年の旧
乾汽船株式会社との経営統合以降は、事業施策の立案・推進を中心に外航海運事業
にも参画しております。現在も当社の事業領域の全般に亘り執行し、当社グループ
の主要プロジェクトを掌握・管理しております。2008年12月以降、代表取締役社
長として当社の経営を担い、倉庫、運送、不動産、金融、海運の分野に幅広い人脈
を有し、当社グループ事業に関する豊富な業務経験と知見を有しており、今後も当
社グループの成長に必要不可欠であると判断したことから、引き続き取締役候補者
としております。

－ 8 －
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第２号議案：取締役選任議案

候補者番号２　
い ぬ い

乾
 

　
 

　
 

　
 

　
た か

隆
 

　
 

　
し

志 （1970年12月20日生）
再 任

所有する当社株式の数
387,030株
在任年数
９年８ヶ月
取締役会出席回数
19回中19回

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    2007年    8 月 旧乾汽船株式会社入社
    2007年    8 月 株式会社商船三井出向
    2012年    6 月 旧乾汽船株式会社取締役経営管理部長
    2014年    6 月 同代表取締役社長
    2014年    10月 当社取締役専務執行役員海運事業部門担当
    2016年    4 月 同取締役専務執行役員
    2017年    3 月 イヌイ運送株式会社代表取締役社長（現任）

2023年10月 同取締役専務執行役員倉庫・運送事業セグメント担当（現任）　重要な兼職の状況
イヌイ運送株式会社代表取締役社長
取締役候補者とした理由
乾隆志氏は、旧乾汽船株式会社代表取締役社長を務めていたことから、海運事業経
営に関する知見を有しており、2014年10月からは当社の取締役専務執行役員とし
て経営を担っております。2017年には当社グループのイヌイ運送株式会社の代表取
締役社長を兼任し、更に、2023年10月からは倉庫・運送事業セグメントにおける
担当役員を務めており、ロジスティクスにおける業務経験と知見も有しておりま
す。また、グループ経営全般に亘り代表取締役社長の補佐役を務めており、今後も
当社グループの成長に必要不可欠であると判断したことから、引き続き取締役候補
者としております。

－ 9 －
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第２号議案：取締役選任議案

候補者番号３　
か ん

神
 

　
 

 
 

 
ば や し

林
 

　
 

 
 

 
の ぶ

伸
 

　
 

 
 

 
み つ

光 （1948年５月28日生）
再 任 社 外 独立役員

所有する当社株式の数
5,414株
在任年数
7年
取締役会出席回数
19回中19回

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1971年    4 月 川崎重工業株式会社入社
    1998年    4 月 同船舶事業本部営業本部商船営業部長
    2008年    4 月 同常務執行役員営業推進本部長兼株式会社川崎造船取締役副社長
    2010年    4 月 株式会社川崎造船代表取締役社長

兼川崎重工業株式会社常務取締役（非常勤）
    2010年    10月 川崎重工業株式会社代表取締役常務取締役

船舶海洋カンパニープレジデント
    2013年    6 月 同特別顧問
    2015年    6 月 一般財団法人日本船舶技術研究協会理事長
    2016年    3 月 東海カーボン株式会社社外取締役（現任）
    2017年    6 月 当社社外取締役（現任）

2023年    6 月 一般財団法人日本船舶技術研究協会特別顧問（現任）
　重要な兼職の状況
東海カーボン株式会社社外取締役
一般財団法人日本船舶技術研究協会特別顧問
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
神林伸光氏は、造船企業において長年経営者としてリーダーシップを発揮してきた
実績に加え、他社の社外取締役としての経験もあり、広い人脈及び企業経営に関す
る豊富な経験を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合は、それらの
知見を当社経営に反映し、業務執行の監督や経営全般に関する助言等により、社外
取締役としての職務を適切に遂行していただくことを期待しております。また、引
き続き指名・報酬委員会の委員長として、適切なコーポレート・ガバナンスの維
持・向上にも積極的に関与していただきたいと考えております。
独立性に関する事項
・神林伸光氏は、東海カーボン株式会社社外取締役及び一般財団法人日本船舶技術

研究協会特別顧問を務めておりますが、当社とこれらの法人の間に取引関係はご
ざいません。

・同氏は、当社の社外役員に関する独立性の基準を満たしております。

－ 10 －
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第２号議案：取締役選任議案

候補者番号４　
む ら

村
 

　
 

 
 

 
か み

上
 

　
 

 
 

 
し ょ う

章
 

　
 

 
 

 
じ

二 （1956年１月12日生）
再 任 社 外 独立役員

所有する当社株式の数
2,155株
在任年数
３年
取締役会出席回数
19回中19回

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1978年    4 月 日本郵船株式会社入社
    2007年    4 月 同経営委員 物流グループ長
    2007年    6 月 同経営委員兼郵船航空サービス株式会社(現郵船ロジスティクス株式

会社)社外取締役
    2008年    4 月 同経営委員兼郵船航空サービス株式会社(現郵船ロジスティクス株式

会社)取締役執行役員
    2010年    10月 郵船ロジスティクス株式会社取締役執行役員
    2011年    4 月 同取締役常務執行役員
    2013年    4 月 同代表取締役専務執行役員
    2017年    6 月 同専務執行役員
    2019年    4 月 同顧問
    2020年    1 月 神原ロジスティクス株式会社社外取締役（現任）

2021年    6 月 当社社外取締役（現任）
2022年    1 月 ツネイシCバリューズ株式会社社外取締役
2024年    1 月 常石商事株式会社社外取締役（現任）
　重要な兼職の状況
神原ロジスティクス株式会社社外取締役
常石商事株式会社社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
村上章二氏は、海上運送業を中心とした総合物流事業を営む企業グループでの物流
部門の立ち上げ及びその事業規模拡大という実績を持ち、ロジスティクス分野につ
いての深い知見及び広い人脈に加え、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有
しております。同氏が社外取締役に選任された場合は、それらの知見を当社経営に
反映し、業務執行の監督や経営全般に関する助言等により、社外取締役としての職
務を適切に遂行していただくことを期待しております。また、引き続き指名・報酬
委員会の委員として、適切なコーポレート・ガバナンスの維持・向上にも積極的に
関与していただきたいと考えております。
独立性に関する事項
・村上章二氏は、神原ロジスティクス株式会社社外取締役、常石商事株式会社社外

取締役を務めておりますが、当社とこれらの会社の間に取引関係はございませ
ん。

・同氏は、当社の社外役員に関する独立性の基準を満たしております。

－ 11 －
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第２号議案：取締役選任議案

候補者番号５　
い わ

岩
 

　
 

 
 

 
た

田
 

　
 

 
 

 
け ん

研
 

　
 

 
 

 
い ち

一 （1955年８月４日生）
再 任 社 外 独立役員

所有する当社株式の数
1,320株
在任年数
２年
取締役会出席回数
19回中18回

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1979年４月 三菱地所株式会社 入社
2009年４月 同執行役員　リーシング営業部長
2011年４月 同執行役員兼三菱地所ビルマネジメント株式会社取締役社長
2013年４月 同常務執行役員兼三菱地所ビルマネジメント株式会社取締役社長
2014年４月 同常務執行役員兼三菱地所プロパティマネジメント株式会社代表取

締役社長執行役員
2015年４月 同常務執行役員　大阪支店担当
2016年４月 同専務執行役員　関西支店担当
2016年６月 同執行役専務　関西支店担当
2020年４月 同顧問
2020年６月 株式会社横浜スカイビル代表取締役社長（現任）
2022年６月 当社社外取締役（現任）
　重要な兼職の状況
株式会社横浜スカイビル代表取締役社長
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
岩田研一氏は、総合デベロッパーでのオフィスのリーシング活動及びプロパティマ
ネジメントの実績を持ち、当該分野についての深い知見及び広い人脈に加え、経営
者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏が社外取締役に選任さ
れた場合は、それらの知見を当社経営に反映し、業務執行の監督や経営全般に関す
る助言等により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことを期待し
ております。
独立性に関する事項
・岩田研一氏は、株式会社横浜スカイビル代表取締役社長を務めておりますが、当

社と同社の間に取引関係はございません。
・同氏は、当社の社外役員に関する独立性の基準を満たしております。

－ 12 －
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第２号議案：取締役選任議案

（注）１. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２. 神林伸光、村上章二、岩田研一の３氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、神林伸光、村上

章二及び岩田研一の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
３. 社外取締役候補者との責任限定契約について

神林伸光、村上章二及び岩田研一の３氏は、当社との間で、会社法第427条第１項及び当社定款第32条
の規定により、会社法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を、法令の定める最低責任限度額とする責
任限定契約をそれぞれ締結しており、３氏の選任が承認された場合、当該契約を継続する予定でありま
す。

４. 取締役候補者との補償契約について
乾康之、乾隆志、神林伸光、村上章二、岩田研一の５氏は、当社との間で、会社法第430条の２第１項に
規定する補償契約をそれぞれ締結しており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲
内において当社が補償することとしております。
当社は、上記５氏の選任が承認された場合、当該補償契約を継続する予定であります。

５. 取締役候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約について
当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険
者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場
合の法律上の損害賠償金及び争訟費用を塡補することとしております。
各取締役候補者の選任が承認された場合、各氏は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契
約の保険料は、全額当社が負担しております。また、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更
新することを予定しております。

以　上

－ 13 －
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（ご参考）取締役・監査役のスキルマトリックス

氏名 分類
経験・専門性及び知見

企業経営 外航海運
事業

倉庫・運送
事業

不動産
事業 グローバル

法務・
コンプラ
イアンス

　財務・
会計

取締役

乾　康之 代表　 社長　　 ● ● ● ●

乾　隆志 専務　　 ● ● ●

神林伸光 社外(独立)　　
● ● ●

村上章二 社外(独立)　　
● ● ●

岩田研一 社外(独立)　　
● ●

監査役

渡來義規 社外(独立)　　
● ● ●

山田治彦 社外(独立)　　
●

清水　豊 社外(独立)　　
●

上野祐二 ● ●

（ご参考）取締役・監査役のスキルマトリックス
　当社は、持続的な成長に向けた実効性ある企業統治体制を確立するため、幅広い業務経験や
多岐にわたる専門性及び知見の確保を考慮し、取締役及び監査役を選任しております。
　第２号議案が原案どおり承認可決された場合の、取締役・監査役のスキルマトリックスは以
下のとおりです。

（注）１. 監査役の山田治彦氏は、公認会計士資格を有しております。また、監査役の清水豊氏は、弁護士資格を有
しております。

２. 清水豊氏は2021年６月23日開催の第101回定時株主総会にて、渡來義規氏及び上野祐二氏は2022年６
月22日開催の第102回定時株主総会にて、山田治彦氏は2023年６月22日開催の第103回定時株主総会
にて、それぞれ監査役選任の決議をいただいており、現在在任期間中です。

３. 各人の有する経験・専門性及び知見のうち、主なもの最大４つに●印をつけています。

－ 14 －
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（ご参考）社外取締役及び社外監査役の独立性基準

１. 当社及び当社の連結子会社（以下、「当社グループ」という。）に業務執行取締役、執行役員そ
の他の使用人（以下、「業務執行取締役等」という。）として所属したことがある者

２. 当社の株式を自己又は他者の名義をもって総議決権の10％以上の議決権を有する株主又は当該株
主が法人、組合等の団体（以下、「法人等」という。）である場合は当該法人等に所属する業務
執行取締役等

３. 次のいずれかに該当する者
(１) 当社グループの主要な取引先（直近事業年度における当社グループとの取引額が当社グループ

年間連結売上高の２％を超える者）又は当該取引先が法人等である場合は当該法人等に所属す
る業務執行取締役等

(２) 当社グループを取引先とする者で、直近事業年度における当社グループとの取引額がその者の
年間連結売上高の２％を超える者又は当該者が法人等である場合は当該法人等に所属する業務
執行取締役等

(３) 当社グループの主要な借入先（直近事業年度末の借入残高が当社グループ連結総資産の２％を
超える者）又は当該借入先が法人等である場合は当該法人等に所属するその業務執行取締役等

(４) 当社グループが総議決権の10％以上の議決権を有する法人の業務執行取締役等
４. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
５. 当社グループから役員報酬以外に過去３年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産上

の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士その他専門的サービスを提供する者又は
当該者が法人等である場合は当該法人等に所属するこれらの専門家

６. 当社グループから過去３年間の平均で年間10百万円を超える寄付・助成を受けている者又は当該
者が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行取締役等

７. 当社グループの業務執行取締役、執行役員が他の会社の社外取締役を兼任している場合におい
て、当該他の会社の業務執行取締役等

８. 上記１から７までのいずれかに該当する者の配偶者又は二親等以内の親族
９. 過去３年間において、上記２から８までのいずれかに該当したことがある者

（ご参考）社外取締役及び社外監査役の独立性基準
　当社では、社外取締役及び社外監査役（以下、総称して「社外役員」という。）が東京証券
取引所の定める独立性基準に加え、次のいずれにも該当しない場合、独立性を有している者と
判断しております。
　また、次のいずれかに該当する者であっても、当該人物が東京証券取引所で定める独立性基
準を充足し、当社が独立性を有する社外役員として相応しいと判断する場合は、判断する理由
を対外的に示した上で例外的に独立性を有する社外役員候補者として選任することができると
しております。

－ 15 －
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事業の経過及び成果、設備投資の状況、資金調達の状況

事業報告（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

１ 企業集団の現況に関する事項

(１) 事業の経過及び成果
当連結会計年度における我が国経済は、インバウンド需要の拡大や商品価格の見直しによ

る堅調な企業業績により、景気は緩やかながらも持ち直し傾向が見られました。一方で、中
東情勢の緊迫化、資源価格や原材料価格の高騰、円安基調の長期化など、先行きは依然とし
て不透明な状況が続いております。

このような状況下、当連結会計年度における当社グループの業績は、外航海運事業におけ
る市況の変動や為替の影響により、売上高は前期比14,773百万円減収（△33.4％）の
29,494百万円、営業利益は前期比11,388百万円減益（△87.2％）の1,678百万円、経常利
益は前期比11,514百万円減益（△85.7％）の1,917百万円、親会社株主に帰属する当期純
利益は前期比8,662百万円減益（△87.9％）の1,194百万円となりました。

　当社グループのセグメント別の業績は、次のとおりであります。

①外航海運事業（ロジスティクス）
　外航海運事業におけるハンディ船市況は、パナマ運河の通航制限や中東情勢の緊迫化により
上昇する局面も見られましたが、中国不動産市場の長期低迷化による中国経済減速に伴う需要
減の影響により、年度を通じて低調な市況が続く結果となりました。
　なお、当連結会計年度における当社グループの平均為替レートは￥143.47/対 US＄（前期
は￥134.77）となりました。

－ 16 －
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事業の経過及び成果、設備投資の状況、資金調達の状況

　このような状況下、当社グループの外航海運事業におきましては、市況の変動や為替の影響
により売上高は前期比14,682百万円減収（△41.1％）の21,081百万円、セグメント利益は前
期比11,836百万円減益（△99.5％）の59百万円となりました。

②倉庫・運送事業（ロジスティクス）
　物流業界におきましては、貨物保管残高及び貨物取扱量は前期と概ね同水準で推移いたしま
した。
　このような状況下、当社グループの倉庫・運送事業におきましては、連結子会社の引越業や
倉庫事業における文書保管の取扱高の増加があった一方で、一部案件の撤退により倉庫運送料
売上が減収となったため、セグメント売上高は前期比80百万円減収（△2.0％）の3,896百万
円となりました。セグメント利益は、前期比142百万円増益（+191.0％）の217百万円となり
ました。

③不動産事業
　都心部の賃貸オフィスビル市況は、コロナ禍以降、テレワークの普及に伴いオフィス拠点の
集約や縮小化の動きにより軟調に推移しておりますが、社会経済活動の正常化が進む中、オフ
ィスに集まることの価値が見直される動きも見られ、空室率の上昇は落ち着きを取り戻してお
ります。また、東京23区の賃貸マンション市況については引き続き堅調に推移しております。
当社グループが賃貸物件を所有する月島・勝どきエリアは都心へのアクセスが良く、大型都市 
開発が続いていることもあり、市況は好調に推移しております。
　このような状況下、当社グループの不動産事業におきましては、コロナ禍を経てシェア型企
業寮である月島荘の稼働率が回復してきておりますが、中期経営計画に掲げるプラザ勝どき
（1987年12月竣工）の再開発計画に伴い、プラザ勝どきの立ち退き移転の推進により稼働率
が減少してきていることから、売上高は前期比10百万円減収（△0.2％）の4,516百万円、セ
グメント利益は前期比70百万円増益（＋3.1％）の2,359百万円となりました。

－ 17 －
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事業の経過及び成果、設備投資の状況、資金調達の状況

事業の種類別セグメントの名称
売上高

金額（百万円） 構成比（％）

外航海運事業 21,081 71.5

倉庫・運送事業 3,896 13.2

不動産事業 4,516 15.3

合　計 29,494 100.0

事業セグメント別売上高

(２) 設備投資の状況
　当連結会計年度において実施した企業集団の設備投資の総額3,289百万円であります。
①　当連結会計年度中に完成した主要設備

該当事項はありません。
②　当連結会計年度継続中の主要設備の新設、拡充、改修

外航海運事業において、建造中の船舶が４隻あります。
③　当連結会計年度における重要な固定資産の売却、撤去、滅失

該当事項はありません。

(３) 資金調達の状況
　当連結会計年度においては、増資又は社債発行による資金調達は行っておりません。
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対処すべき課題

(４) 対処すべき課題
　当社は、2023年度から2025年度までを対象年度とする中期経営計画を公表しておりま
す（注）。
　同計画では、経営の基本方針として、①資産の力を事業の力に、②FUN to WORK、③
「らしさ」の追求の３つを定めております。当社グループは、当該経営の基本方針に従い、
事業及び株主価値の向上のための自助努力を推進しております。各事業セグメントにおいて
は、本中期経営計画に基づく次のそれぞれの事業別の基本方針に則した施策を検討、実施し
ております。
　外航海運事業につきましては、「長期的に『よくはこぶ』Handy船隊運営」を事業別の基
本方針とし、船舶の「ご長寿お達者」、航行のムダ排除と安心安全、徹底した効率配船を実
行しております。
　倉庫・運送事業につきましては、「『Basic』＋『Advance』」を事業別の基本方針と
し、自動化・ロボ化が入りにくいニッチな実需への対応と、配送・荷役・保管の各機能を進
化させながら、新たな「業」づくりに取り組んでおります。
　不動産事業につきましては、「勝どき・月島 ３街区を連携させる『住まう』街づくり」
を事業別の基本方針とし、既存物件での実証実験を経て、この街での新しい「住みごこち」
の実現に取り組んでおります。
　なお、当社の配当政策につきましては、６．会社の体制及び方針（４）剰余金の配当等の
決定に関する方針をご参照ください。
　また、当社は本中期経営計画を着実に推し進め、持続的に成長していくために、コーポレ
ート・ガバナンスの実効性を引き続き強化してまいります。

（注）中期経営計画の詳細は、以下の当社ウェブサイト（IR（投資家情報）－中期経営計画）をご参照ください。ま
た、同ウェブサイトにおいてご覧いただける補足説明資料も併せてご参照ください。
（https://www.inui.co.jp/ir/library/managementplan.html）
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財産及び損益の状況

第101期
2021年３月期

第102期
2022年３月期

第103期
2023年３月期

第104期
2024年３月期
(当連結会計年度)

売上高 (百万円) 18,879 37,597 44,267 29,494

営業利益又は営業損失(△) (百万円) △1,233 13,366 13,067 1,678

経常利益又は経常損失(△) (百万円) △1,329 13,550 13,431 1,917

親会社株主に帰属する当期
純利益又は当期純損失(△) (百万円) △1,186 11,848 9,857 1,194

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△) (円) △47.51 473.87 393.71 47.64

総資産 (百万円) 52,461 66,137 69,573 66,505

純資産 (百万円) 18,009 29,882 34,060 31,618

１株当たり純資産 (円) 720.94 1,194.49 1,359.72 1,259.76

(５) 財産及び損益の状況

（注）１．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、期中平均発行済株式総数により算出しており
ます。なお、期中平均発行済株式総数は自己株式を控除した株式数を用いております。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第102期の期首から適
用しております。
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重要な親会社及び子会社の状況、企業集団の主要な事業セグメント

会社名 資本金
（百万円）

議決権比率
（％） 主要な事業内容

DELICA SHIPPING S.A. 3 100.0 船舶の所有及び貸渡業

イヌイ運送株式会社 100 100.0 一般貨物運送

イヌイ倉庫オペレーションズ株式会社 20 100.0 荷役作業請負、貨物運送

(６) 重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社との関係
　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

（注）当事業年度末日において特定完全子会社はありません。

(７) 企業集団の主要な事業セグメント
①外航海運事業（ロジスティクス）
船舶の自社運航による貨物輸送、船舶貸渡業

②倉庫・運送事業（ロジスティクス）
倉庫、荷役、貨物運送

③不動産事業
施設賃貸
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企業集団の主要拠点等、事業の用に供する船舶の状況

名称 事業拠点

本社 東京都中央区

マンション・オフィスビル等 東京都：６件　　　神奈川県：１件

倉庫・文書センター 東京都：５事業所　埼玉県：１事業所　千葉県：２事業所
神奈川県：２事業所

会社名 事業拠点

DELICA SHIPPING S.A. (本社　パナマ共和国) パナマ共和国：１事業所

イヌイ運送株式会社 (本社　東京都江東区) 東京都：４事業所
その他：２事業所

イヌイ倉庫オペレーションズ株式会社 (本社　東京都中央区) 東京都：４事業所
その他：３事業所

(８) 企業集団の主要拠点等
①　当社

②　子会社

船名 船種 総トン数 重量トン数

子会社 KEN GOH 他
計　  　22隻 貨物船 469,552トン 759,241 K/T

用　船 計　  　5隻 貨物船 125,968トン 202,426 K/T

合　計 　　  　27隻 595,520トン 961,667 K/T

(９) 事業の用に供する船舶の状況
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企業集団の使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団に関する重要な事項

セグメント別　使用人数 使用人数（人） 前連結会計年度末比増減（人）
外航海運事業 30(１) ２(０)

倉庫・運送事業 117(47) △２(△10）
不動産事業 ５(１) ０(０）

全社（共通） 24(８) ２(１）
合計 176(57) ２(△９）

(10) 企業集団の使用人の状況

（注）１. 使用人数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。
２. 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい

るものであります。

借入先 借入額（百万円）

株式会社三井住友銀行 19,114

株式会社みずほ銀行 5,383

株式会社愛媛銀行 2,630

株式会社三菱UFJ銀行 750

みずほ信託銀行株式会社 470

(11) 主要な借入先の状況

(12) その他企業集団に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

２ 会社の株式に関する事項

(１) 発行可能株式総数 70,000,000株
(２) 発行済株式の総数 25,098,467株

(自己株式974,493株を除く)
(３) 株主数 25,320名

株主名 持株数 持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
千株 ％

1,896 7.56

東京海上日動火災保険株式会社 1,154 4.60

松岡冷蔵株式会社 962 3.84

株式会社三井住友銀行 848 3.38

みずほ信託銀行株式会社 501 2.00

尾道造船株式会社 473 1.89

乾光海運株式会社 470 1.88

乾　民治 452 1.80

乾　隆志 387 1.54

日本生命保険相互会社 364 1.45

(４) 上位10名の大株主

（注）持株比率は当社が保有する自己株式（974,493株）を控除して計算しております。
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会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

株式数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く。） 37,526株 ２名

社 外 取 締 役 2,280株 ３名

監 査 役 ― ―

(５) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
　当社は、当社役員に対する企業価値向上へのインセンティブの付与及び当社役員と株主の
皆様との一層の価値共有のため、当社役員に対する報酬等の一部に譲渡制限付株式報酬制度
を採用しております。当該制度における譲渡制限付株式報酬は、全ての取締役に対して一律
に同額相当を支給する固定株式報酬と、業績連動報酬等を含む金銭報酬の合計額に一定割合
を乗じた額相当を支給する業績連動株式報酬とで構成されております。
　当事業年度中に取締役その他の役員に交付した株式の区分別合計は次のとおりです。

３ 会社の新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。
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会社役員に関する事項

４ 会社役員に関する事項

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 乾　　　康　之
取 締 役
専 務 執 行 役 員 乾　　　隆　志 倉庫・運送事業セグメント担当

イヌイ運送株式会社代表取締役社長
取 締 役 神　林　伸　光 東海カーボン株式会社社外取締役

一般財団法人日本船舶技術研究協会特別顧問
取 締 役 村　上　章　二 神原ロジスティクス株式会社社外取締役

常石商事株式会社社外取締役
取 締 役 岩　田　研　一 株式会社横浜スカイビル代表取締役社長

常 勤 監 査 役 渡　來　義　規
AFRO-ASIA SHIPPING CO(PTE)LTD. Singapore Advisor
ROBINSON DEVELOPMENT(PTE)LTD. Singapore
Alternate Director

監 査 役 山　田　治　彦
公認会計士（山田治彦公認会計士事務所所長）
株式会社東京証券取引所社外監査役
株式会社JPX総研社外監査役

監 査 役 清　水　　　豊

弁護士（東京丸の内法律事務所パートナー）
医療法人社団縁風会監事
トライアンフィールドホールディングス株式会社社外監査役
医療法人社団頭頸部免疫栄養研究所監事
医療法人社団NEXT監事

監 査 役 上　野　祐　二 東京団地倉庫株式会社常勤監査役

(１) 取締役及び監査役の氏名等

（注）１. 神林伸光、村上章二、岩田研一の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２. 渡來義規、山田治彦、清水豊の３氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３. 取締役神林伸光、取締役村上章二、取締役岩田研一、常勤監査役渡來義規、監査役山田治彦、監査役清水

豊の６氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４. 監査役山田治彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するも

のであります。
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会社役員に関する事項

地位 氏名 担当
社長 乾　　　康　之 ー

専務執行役員 乾　　　隆　志 倉庫・運送事業セグメント担当
執行役員 岩　原　知　行 外航海運事業セグメント担当
執行役員 中　村　　　元 倉庫事業部長
執行役員 久　田　哲　郎 物流研究室担当

5. 2024年3月31日時点の執行役員は、次のとおりであります。

　・乾康之氏及び乾隆志氏は、取締役を兼務しております。
　・中村元氏は、2024年４月１日付で倉庫事業部長から倉庫営業部長に変更となっております。

(２) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、社外取締役神林伸光、村上章二、岩田研一の３氏及び常勤監査役（社外監査役）
渡來義規、社外監査役山田治彦、清水豊、監査役上野祐二の４氏との間で、会社法第427条
第１項及び当社定款の規定に基づき、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約をそ
れぞれ締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は法令の定める額としております。

(３) 補償契約の内容の概要
　当社は、取締役乾康之、乾隆志、神林伸光、村上章二、岩田研一の５氏及び監査役渡來義
規、山田治彦、清水豊、上野祐二の４氏との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補
償契約をそれぞれ締結しており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範
囲内において当社が補償することとしております。但し、同条第2項各号の費用等（上記各氏
が任務懈怠責任を負う場合の損失及び悪意又は重大な過失により第三者に対して損害賠償責任を
負う場合の損失等）を補償の対象外とするほか、上記各氏が悪意又は重大な過失により法令・定
款その他の社内規程又は当社に対して負担する契約上の義務に違反したことが明らかで、当社が
補償を行うことが適切ではないと判断した場合、及び、上記各氏が当社に対する誹謗中傷、情報
漏洩又は競業行為その他の背信行為を行い、当社が補償を行うことが適切ではないと判断した場
合、並びに、当社が上記各氏を提訴する場合（株主代表訴訟による場合を除きます。）の費用等
を補償の対象外とすることにより、上記各氏の職務の執行の適正性が損なわれないようにするた
めの措置を講じております。
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会社役員に関する事項

(４) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間
で締結し、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に
対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用を塡補することとして
おります。但し、違法に利益又は便宜を得る行為、犯罪行為、法令に違反することを認識し
ながら行った行為など一定の事由に起因する損害等は、塡補の対象外とすることにより、被
保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。な
お、当該保険契約の保険料は、全ての被保険者について全額当社が負担しております。
　当該保険契約の被保険者は、当社の全取締役及び全監査役、子会社であるイヌイ運送株式
会社、イヌイ倉庫オペレーションズ株式会社及びDELICA SHIPPING S.A.の全取締役及び全
監査役であります。

(５) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
①　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
　ア　決定方針の内容の概要

　当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は次の
とおりです。
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会社役員に関する事項

(ⅰ) 基本方針
　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に
機能するよう、当社の事業内容、執行責任領域等を踏まえ、株主利益と連動した報酬体
系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすること
を基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、金銭報酬（固定金銭報酬と
しての基本報酬、及び業績連動金銭報酬）並びに株式報酬（固定株式報酬及び業績連動
株式報酬）により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑み、金
銭報酬（固定金銭報酬としての基本報酬）及び株式報酬（固定株式報酬）のみを支払う
こととする。また、全ての取締役について、役員賞与、役員退職慰労金は設けず、使用
人分給与も支給しないこととする。
　なお、本方針は、取締役会において決定されており、本方針に関する取締役会の権限
及び裁量の範囲は、下記②「取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関
する事項」記載の株主総会の決議の範囲内に限定されます。また、本方針の決定にあた
っては、事前に指名・報酬委員会（代表取締役１名、独立社外取締役２名で構成されて
おり、独立社外取締役のうち１名が委員長であります。）において審議され、その答申
を踏まえて、取締役会で決議されております。

(ⅱ) 基本報酬（固定金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与え
る時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

　当社の取締役の基本報酬は、年間報酬額を12等分した月例の固定金銭報酬とし、役
位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的
に勘案して決定することとする。

(ⅲ) 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方
針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

１）金銭報酬
　業績連動金銭報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため定量的な
業績指標を反映した現金報酬とし、各種業績評価項目に対する達成度合いに応じて算
出された額を業務執行取締役に対して支給する。なお、業績連動金銭報酬は、基本報
酬と同様に年間報酬額を12等分して月例支給する。
　目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答
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申を踏まえた見直しを行うものとする。
２）非金銭報酬等（株式報酬）

　非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬とし、ⅰ)全ての取締役に対して一律に同額相
当を支給する固定株式報酬と、ⅱ)基本報酬（固定金銭報酬）及び業績連動金銭報酬を
合算した額に役位、職責に応じて設定した一定割合を乗じた額相当を支給する業績連
動株式報酬とし、ⅰ)及びⅱ)のいずれも年間報酬額相当の株式を事業年度毎に交付す
る。

(ⅳ) 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等
の額に対する割合の決定に関する方針

　業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社の事業内容、執行責任領域を踏
まえ、役位が高いほど業績連動報酬（業績連動金銭報酬及び業績連動株式報酬）のウェ
イトが高まる構成とし、指名・報酬委員会において検討を行う。取締役会は指名・報酬
委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の
個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安
は、代表取締役社長の場合には、固定金銭報酬としての基本報酬：業績連動金銭報酬：
非金銭報酬等＝50：25：25（当社が標準的と考える水準の場合）とする。一方、役付
でない取締役執行役員の場合には、固定金銭報酬としての基本報酬：業績連動金銭報
酬：非金銭報酬等＝80：10：10（当社が標準的と考える水準の場合）とし、役位に応
じ、職責や報酬水準を考慮し決定する。また、社外取締役の種類別の報酬割合について
は、固定金銭報酬としての基本報酬：非金銭報酬等＝90：10を目安とする。

(ⅴ) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　個人別の報酬額については、取締役会が、指名・報酬委員会に原案を諮問して得た答
申を踏まえ、定時株主総会終了後に開催される取締役会で決定することとする。

　イ　決定方針の決定の方法
　上記の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、指名・報酬委員会の答申を受
けて、取締役会の決議により決定しております。

②　取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　取締役の報酬等の額は、2008年２月28日開催の第87回定時株主総会において年額200
百万円以内（但し、使用人分給与は含みません。）と決議いただいております。当該株主
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総会の終結時の取締役の員数は５名（うち社外取締役は０名）であります。
　また、2018年６月22日開催の第98回定時株主総会において、上記取締役の報酬等とは
別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬等を、年額60百万円以内（うち社外取締役分
10百万円以内）で支給とすること、及び、年85,000株以内の譲渡制限付株式を発行又は
処分することを決議いただいております。なお、当該株式の譲渡制限期間は５年で設定し
ており、また、取締役が当該譲渡制限期間満了前に当社の取締役等を退任又は退職した場
合等には、その退任又は退職につき正当な理由がある場合を除き、当社は、株式を当然に
無償で取得することとしております。当該株主総会の終結時の取締役の員数は５名（うち
社外取締役は３名）であります。
　監査役の報酬等の額は、2007年２月27日開催の第86回定時株主総会において年額40百
万円以内と決議いただいております。当該株主総会の終結時の監査役の員数は４名であり
ます。
　上記のほか、2009年２月26日開催の第88回定時株主総会において、役員退職慰労金制
度廃止に伴う打切り支給を行うことについて決議いただいております。当該打切り支給の
対象となる役員の員数は７名でありましたが、現在は、当該打切り支給額の未払残高が取
締役１名に対し７百万円あります。

③　取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
　当事業年度に係る取締役の個人別の固定金銭報酬及び固定株式報酬については、各取締
役の役位及び職責を踏まえ、取締役会で審議し決定しました。また、当事業年度に係る取
締役の個人別の業績連動金銭報酬は、年間配当金及び目標達成度（事業ごとに定めた行動
目標の平均達成度）をもとに、それぞれ取締役会で審議し決定しました。さらに、当事業
年度に係る取締役の個人別の業績連動株式報酬については、固定金銭報酬及び業績連動金
銭報酬の合計額に、役位及び職責に応じて取締役会で審議し決定した一定割合を乗じた額
としました。これらの取締役会での審議・決定は、いずれも指名・報酬委員会からの答申
を尊重して行っております。これらを踏まえ、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等
の内容については、取締役会が決定した取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に
沿うものであると判断しております。
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役員区分
報酬等の

総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象役員
の員数
（名）

金銭報酬 譲渡制限付株式報酬
固定 業績連動 固定 業績連動

取　　締　　役
（うち社外取締役）

247
（28）

83
（25）

112
（―）

５
（３）

47
（―）

５名
（３名）

監　　査　　役
（うち社外監査役）

35
（28）

35
（28）

―
（―）

―
（―）

―
（―）

４名
（３名）

業績連動金銭報酬の算定の基礎として選定した業績指標 業績指標の実績値
2023年4月から

2023年6月までの
支給分

2022年3月期における、以下の数値
・年間配当金 224円
・目標達成度（事業ごとに定めた行動目標の平均達成度） 五段階で3/5

2023年7月から
2024年3月までの

支給分

2023年3月期における、以下の数値
・年間配当金 184円
・目標達成度（事業ごとに定めた行動目標の平均達成度） 五段階で3/5

④　取締役及び監査役の報酬等の総額

（注）１. 業績連動金銭報酬の支給にあたり、当社では、2023年4月から2023年6月までの支給分については202
２年3月期の業績指標を用いて、2023年7月から2024年3月までの支給分については2023年3月期の業
績指標を用いて、それぞれ金額を算定しております。

　　　２. 業績連動金銭報酬の算定の基礎として選定した業績指標及びその実績値並びに、当該業績指標を選定した
理由

年間配当金を業績指標として選定した理由は、株主の皆様との価値共有が進められると判断したためで
す。また、目標達成度（事業ごとに定めた行動目標の平均達成度）を選定した理由は、これが期首に策定
した全部署の行動目標に対する評価結果を反映するものであるためです。なお、業績指標選定に際しては
指名・報酬委員会の答申を経ております。

３. 業績連動報酬等の額の算定方法
業績連動金銭報酬の額の算定については、それぞれの業績指標毎に定められた標準となる報酬額に対し、
業績指標実績に応じ当社が定めた支給係数を掛けた額を合計する方法としております。また、業績連動譲
渡制限付株式報酬の額は、事業年度毎の金銭報酬総額に対し、役位、職責に応じて設定した10～33％の
割合で変動する数値を乗じた金額としております。

４. 当社は、非金銭報酬等として、取締役に対する譲渡制限付株式を交付しております。当該株式報酬の内容
は上記「①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項」及び「②取締役及び監査役の報
酬等についての株主総会の決議に関する事項」に記載のとおりであり、その交付状況は上記「２．会社の
株式に関する事項 (５)当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況」に記載のと
おりであります。
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区分 氏名 兼職先 兼職の内容

取 締 役 神 林 伸 光 東海カーボン株式会社 社 外 取 締 役
一般財団法人日本船舶技術研究協会 特 別 顧 問

取 締 役 村 上 章 二 神原ロジスティクス株式会社 社 外 取 締 役
常石商事株式会社 社 外 取 締 役

取 締 役 岩 田 研 一 株式会社横浜スカイビル 代表取締役社長

監 査 役 渡 來 義 規

AFRO-ASIA SHIPPING CO (PTE) LTD. 
Singapore A d v i s o r

ROBINSON DEVELOPMENT (PTE) LTD. 
Singapore

A l t e r n a t e 
D i r e c t o r

監 査 役 山 田 治 彦
山田治彦公認会計士事務所 所 長
株式会社東京証券取引所 社 外 監 査 役
株式会社JPX総研 社 外 監 査 役

監 査 役 清 水 　 豊

東京丸の内法律事務所 弁 護 士
医療法人社団縁風会 監 事
トライアンフィールドホールディングス株式会社 社 外 監 査 役
医療法人社団頭頸部免疫栄養研究所 監 事
医療法人社団NEXT 監 事

(６) 社外役員に関する事項
①　重要な兼職の状況

（注）山田治彦氏が社外監査役を務める株式会社東京証券取引所との間には、当社が東京証券取引所に株式を上場し
ていることから、３百万円未満の年間上場料等の支払の取引関係がございますが、金額及び内容に照らして、
一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断しております。その他に上記兼職先と当社の間には取引関係
等はありません。
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区分 氏名 出席状況及び発言状況

取 締 役 神 林 伸 光
当事業年度に開催された取締役会19回の全てに出席し、造船業界
における長年の経験と知見から、議案審議等において必要な発言
を適宜行っております。

取 締 役 村 上 章 二
当事業年度に開催された取締役会19回の全てに出席し、ロジステ
ィクス業界における長年の経験と知見から、議案審議等において
必要な発言を適宜行っております。

取 締 役 岩 田 研 一
当事業年度に開催された取締役会19回中18回に出席し、総合デ
ベロッパー企業の経営で培われた長年の経験と知見から、議案審
議等において必要な発言を適宜行っております。

監 査 役 渡 來 義 規
当事業年度に開催された取締役会19回の全てに、また、監査役会
14回の全てに出席するとともに、経営者としての豊富な経験と幅
広い見識により、監査の観点から、議案審議等において必要な発
言を適宜行っております。

監 査 役 山 田 治 彦
当事業年度に開催された取締役会19回の全てに、また、監査役会
14回の全てに出席するとともに、公認会計士としての専門的見地
より、監査の観点から、議案審議等において必要な発言を適宜行
っております。

監 査 役 清 水 　 豊
当事業年度に開催された取締役会19回の全てに、また、監査役会
14回の全てに出席するとともに、弁護士としての専門的見地よ
り、監査の観点から、議案審議等において必要な発言を適宜行っ
ております。

②　当事業年度における主な活動状況

（注）社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
当社は、神林伸光、村上章二、岩田研一の3氏に対し、社外取締役としてそれぞれが有する経験や専門性を当
社の経営に積極的に活かすことを期待しておりますが、上記のとおり、各々その期待される役割を適切に果た
しております。また、神林伸光及び村上章二の両氏はこれらに加えて指名・報酬委員会の委員として、当該委
員会において、役員報酬等の内容の決定や役員候補者の選定等に際して客観的かつ独立的な立場から適宜意見
を述べており、当社のコーポレート・ガバナンスの維持・向上に貢献しております。
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５ 会計監査人の状況

①公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等 47百万円
②当社及び子会社が会計監査人に支払うべき報酬等の合計額 47百万円

(１) 会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人

(２) 責任限定契約及び補償契約の内容の概要
該当事項はありません。

(３) 当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１. 監査役会は、会計監査人の監査計画に基づく監査日数や要員配置等の内容、前年度の監査実績の評価、
会計監査人の監査業務執行状況の相当性、監査報酬の前提となる見積りの算出根拠等について必要な検
証を行った上で、相当であると認めたことから、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

２. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監
査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記①の金額にはこれらの合計額を記載
しております。

(４) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会社法第340条に定める会計監査人の解任のほか、会計監査人の職務の執
行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任
に関する議案を決定するものとし、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会
に提案いたします。
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６ 会社の体制及び方針

① 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
業務の適正を確保するための体制

　コンプライアンス体制の整備及び維持を図ることを目的として「リスク・コンプライアン
ス委員会」を設置し、また、法令違反行為の予防措置、法令違反行為が発見された場合にお
ける対処方法、是正手段などを検討した結果、コンプライアンスの推進については「乾汽船
グループ内部統制規程」を制定しております。
　コンプライアンスを実効あらしめるために、次のとおりの具体策を行っております。

(ⅰ) 以下の事項を乾汽船グループ全役職員の行動規範として制定
1）法令の遵守

法令を遵守し、社内規則や倫理等の社外のルールに従って行動し、公明正大な企業
活動を遂行する。

2）顧客の信頼獲得
市場における自由な競争のもとに、顧客ニーズにかなう商品・サービスを安全性や
個人情報・顧客情報の保護に十分配慮して提供するとともに、正しい商品情報を的
確に提供し、顧客の信頼を獲得する。

3）相互発展
公明正大な取引関係の上に取引先との信頼関係を築き、相互の発展を図る。

4）企業情報の開示
財務諸表をはじめとした企業情報は、事実を適正に表示し、適切に開示する。

5）株主・債権者の理解と支持
公正かつ透明な企業経営により、株主・債権者の理解と支持を得る。
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② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

6）役職員の連帯と自己発現への環境づくり
役職員が企業の一員として連帯感を持ち、自己の能力・活力を発揮できるような環
境づくりを行う。

7）個人情報等の適正な管理
個人情報、自社の機密情報を適正に管理する。

8）政治・行政との関係
政治・行政との健全かつ正常な関係を維持する。

9）反社会的勢力及び団体への対処
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たな
い。

10）環境問題への取り組み
環境問題への取り組みは人類共通の課題であり、企業の存在と活動に必須の要件で
あることを認識し、地球環境の保護に配慮した行動に努める。

(ⅱ) 内部監査部門として監査室を設置

(ⅲ) コンプライアンスに関する研修体制の整備

(ⅳ) 監査室及び外部の法律事務所に公益通報及び相談窓口を設置

　取締役・使用人の職務執行の状況を記録するための取締役会議事録及び稟議書等の文書の
作成、保存（保存期間を含む。）、管理（管理する部署の指定を含む。）等については、
「決裁規程」、「文書取扱規程」を定め、運用しております。
　また、情報の管理については、「情報セキュリティ管理規則」、「個人情報保護規程」を
定め、運用しております。
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③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

⑤ 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　事業の推進に伴って生じ得るリスクを把握・分析し、これに備えています。また、企業集
団において生じ得るリスクについても同様に考えております。
　リスク管理体制の規範として「乾汽船グループ内部統制規程」を制定し、同規程に則った
リスク管理体制を構築していくものといたします。そして、かかるリスク管理体制の一環と
して、リスク管理全体を統括する組織として「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し
ております。また、不測の事態が発生した場合においては、社長を本部長とする「緊急対策
本部」を設置し、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えております。

　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を原則月１回以上
定時に開催するほか、必要に応じて適宜開催するものといたします。
　取締役・使用人の役割分担、職務分掌、指揮命令関係等を通じた効率的な業務執行につい
ては、「業務・職務分掌規程」を制定し、運用しております。

　子会社の業務の適正を確保するという目的から次のとおりの体制を確立しております。
(ⅰ) 当社のコンプライアンス体制、リスク管理体制については、グループ全体に適用ある

ものを構築し、定めております。
(ⅱ) 当社の取締役は、子会社において法令違反その他コンプライアンスに関する重要事項

を発見した場合には、当社の監査役に報告するものとします。当社の監査役は意見を
述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものといたします。

(ⅲ) 子会社は当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他、コンプライア
ンス上問題があると認めた場合には、当社の監査役に報告するものとします。当社の
監査役は意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものといたしま
す。

(ⅳ) 子会社の意思決定に際しては、当社の社内規程に従い、必要に応じて当社の取締役会
の承認を得ることとしております。
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⑥ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該
使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該
監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

⑦ 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等が当社の監査
役に報告をするための体制、並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由
として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

⑧ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該
職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　現在、監査役の職務を補助すべき使用人（以下「補助使用人」という。）を置いておりま
せんが、必要に応じて、監査役の職務補助のため補助使用人を置くこととし、その人事に関
しては、取締役と監査役が意見交換を行うことといたします。また、補助使用人の監査役補
助業務遂行について、取締役は、その独立性につき自ら認識するとともに、関係者にも徹底
させるものといたします。

　当社の取締役及び使用人は当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について当社の
監査役に都度報告するものといたします。また、子会社の取締役、監査役及び使用人等は子
会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について当社の監査役に都度報告するものと
いたします。監査役はいつでも必要に応じて、これらの取締役等に対して報告を求めること
ができることといたします。また、これらの報告をした者は、当社の社内規程上、当該報告
をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとされております。

　当社は、監査役からその職務の執行について生ずる費用等として前払又は償還等の請求を
受けた場合には、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことが明らか
である場合を除き、これを負担することとしております。
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⑨ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 内部統制システム全般について

② リスク及びコンプライアンス体制について

③ 監査役の監査の実効性を確保する体制について

　社内通報に関する規程として「公益通報制度運用要領」を制定し、その適切な運用を維持
することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切な報
告体制を確保するものといたします。
　監査役は、監査法人及び内部監査部門とそれぞれ定期的に意見交換を行い、緊密な連携を
図っていくものといたします。

(２) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社は、「内部統制システムに関する基本方針」を当社グループの全役職員の行動規範と
して制定するとともに、乾汽船グループにおける内部統制システムの構築・運用、リスク管
理、危機管理に関する基本的な事項については「乾汽船グループ内部統制規程」を定めてお
ります。これらの規定事項に則り、内部監査に関する取締役会直属の機関として監査室を設
置しており、社内諸業務の遂行状況をコンプライアンスの観点、経営方針や社内諸規程等に
対する準拠性と企業倫理の視点から、年度監査計画に基づく監査を実施するとともに、監査
の報告や改善のための意見を取締役会に提供することにより、更なる経営の合理化や能率向
上を図ることを推進しております。

　当社では、社内取締役及び常勤監査役並びに上位職者が出席する「リスク・コンプライア
ンス委員会」を定期的に開催し、当社グループの事業の推進に伴って生じ得るリスクを把
握・分析するとともに、コンプライアンス体制の整備及び維持を図っております。

　当社監査役は、当社の取締役会及び経営会議並びにその他の重要な会議に参加するほか、
内部監査部門から月１回の定期報告を受ける等しており、監査役への報告及び情報提供体制
を整備し、監査役の監査の実効性を確保しております。
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① 基本方針の内容の概要

(３) 株式会社の支配に関する基本方針
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要、基

本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要、基本方針に照らして不適切な者によって当
社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの内容の概要、並び
に各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由は、以下の通りであります。

　当社は、当社の経営権を有すべき者は、株主の皆様を含むステークホルダーとの調和を重
んじ、株主の責任ある投資に適う事業活動を通じて、永続的な企業価値向上を目指す者であ
ると考えております。そして、経営権を有する者かどうかの信任は、株主の皆様の総意に基
づき決定されるべきと考えます。この考えを前提とし、当社は、金融商品取引所に株式を上
場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、会社の支配権の移転を
伴う特定の者による当社株式の大規模買付けであっても、当社の中長期的な企業価値ひいて
は株主の皆様の共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するも
のではありません。しかしながら、大規模買付けの中には、当社の中長期的な企業価値ひい
ては株主の皆様の共同の利益に資さない、専ら自身の短期的な利得のみを目的とするような
ものや明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、対象会社の株主に株式の売却を事実上強要
するおそれがあるものも少なからず存在し、当社は、そのような当社株式の大規模買付けを
行う者については、当社の経営権を有すべき者として不適切であると考えております。さら
に、大規模買付けの中には、対象会社の株主や取締役会が買付けや買収提案の内容等につい
て検討し、対象会社の取締役会が代替案を提示するために合理的に必要な期間・情報を与え
ないものや、対象会社の企業価値を十分に反映しているとはいえないもの等も見受けられま
すが、それらの大規模買付けに対して有効に対抗することは必ずしも容易ではありません。
当社は、このような当社の中長期的な企業価値及び株主の皆様の共同の利益を毀損するおそ
れのある当社株式の大規模買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する
者として不適切であると考えております。そのため、このような者による当社株式の大規模
買付けに対しては、予めその買付けに必要な手続を定め、また、大規模買付けを行おうとす
る者にその遵守を要求することで、当社の中長期的な企業価値及び株主の皆様の共同の利益
を確保する必要があると考えております。
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② 基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要
(ｲ) 基本方針の実現に資する特別な取組み

(ⅰ) 当社の企業理念及び企業価値の源泉
　当社は、創業の祖を同一とする外航海運事業を営む旧乾汽船株式会社と倉庫事業・不動産
事業を営む旧イヌイ倉庫株式会社が、2014年10月に経営統合したことにより現在の形態と
なりました。旧乾汽船株式会社は1949年神戸証券取引所に、旧イヌイ倉庫株式会社は
1961年東京証券取引所市場第二部に上場して以来、社会の公器として永続してまいりまし
た。以降、様々な事業環境の変化があり、都度、業態業容には変化がございましたが、社会
の一員として広く株主の皆様を含むステークホルダーのご愛顧により今日の当社がありま
す。
　運賃市況ボラティリティの大きい外航海運事業と、中長期の視点で景気波動の異なる倉庫
事業及び不動産事業という３つの事業セグメントを適切に組み合わせることにより、可変性
のある資産ポートフォリオを形成することで、事業の基盤を支え、競争力の源としていくこ
とが、当社のユニークさであり、今も今後も経営の差別化戦略の源泉と考えております。
　当社は、経営の基本方針として以下の３点を定めております。

1)資産の力を事業の力に
未来に向かって進化を続ける勝どき・月島は施設賃貸業の適地であり、当社の安定収益
と財務基盤を支えます。この優良な資産がさらに成長する機会が到来します。再開発の
期間は事業が資産を支えます。強化される資産の力は更に強い基盤となります。

2)FUN to WORK
やりがい×いきがい＝FUN、としました。そもそも小さい会社です。ヒトとヒトとが支
え合って、助け合って此処まで来ました。新しい働き方や、Digitalの力もうまく使って
いきますが、ひとり一人のニンゲン力、これからも大切にしていきます。

3)「らしさ」の追求
われらの「らしさ」は、実業に向き合い、地道な努力を練り込みながら生まれます。
「らしさ」は差別化の源です。他と違うことを恐れず、素直に独自性を追求する、それ
がわれらの不易流行です。
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　当社は、長期的な視点にたって上記経営の基本方針を着実に遂行していくことが、当社の
中長期的な企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に資するものと考えてお
ります。
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(ⅱ) 中期経営計画に基づく企業価値向上への取組み
　上記経営の基本方針の遂行に当たり、当社は、2023年度から2025年度までを対象年度
とする中期経営計画を策定・公表し、同計画に基づき、以下のとおり、３つの事業領域とコ
ーポレート部門の充実に向けた各種施策に取り組んでおります。詳細につきましては、
2023年４月３日付けで公表しております「『中期経営計画 不易流行』策定に関するお知ら
せ（注）」をご参照ください。

1)外航海運事業       ：長期的に「よくはこぶ」Handy船隊運営
2)倉庫・運送事業    ：「Basic」＋「Advance」
3)不動産事業          ：勝どき・月島　３街区を連携させる「住まう」街づくり

（注）https://ssl4.eir-parts.net/doc/9308/tdnet/2258553/00.pdf
また、当社ウェブサイトにおいてご覧いただける補足説明資料も、以下より併せてご参照ください。
https://www.inui.co.jp/ir/library/managementplan.html

(ⅲ) コーポレート・ガバナンスに関する取組み
　当社は、コーポレート・ガバナンス体制の構築に当たり、経営の健全性、透明性、効率性
を継続的に高めていくことを重要な経営課題としており、経営責任の明確化及び株主の信任
を毎年得ることによるコーポレート・ガバナンス体制の強化のため等の目的で取締役の任期
を１年とするとともに、監査役制度を基礎として、東京証券取引所の定める独立役員の要件
を満たす社外取締役及び社外監査役を選任しております。
　また、透明性の高い簡素でムダのない体制を前提とし、取締役会の監督機能の実効性を最
大限高めるため、取締役５名のうち過半数に当たる３名を経営陣から独立した社外取締役と
しております。このような体制とする最大の理由は、執行部門における濃密なコミュニケー
ションとそれによる経営の意思決定の迅速性であり、その体制故に経営判断が拙速となる可
能性を回避するとともに、取締役会の監督機能の実効性を高めることを意図しております。
　さらに、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会を設置し（2017年度
まで当社が任意で設置していた報酬委員会に、取締役の指名等に係る諮問機能を追加拡充し
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て2018年度に設置したものです。社長１名、独立社外取締役２名（内１名が指名・報酬委
員会委員長）で構成されております。）、取締役・監査役の選解任や社長の選解任の方針、
報酬の方針及び内容等を審議・決定し、取締役会へ答申するなど、独立社外役員による経営
監督を強化し、実効性あるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。

(ﾛ) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配
されることを防止するための取組みの内容の概要
当社は、2023年５月12日開催の当社取締役会において、当社株式の大規模買付行為等

に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）の導入について決議し、
2023年６月22日開催の当社第103回定時株主総会において、株主の皆様のご承認を経た
上で、これを導入しており、有効期間は、第103回定時株主総会の終結時から2026年６
月開催予定の第106回定時株主総会の終結時までとなります。

本プランは、当社株式の保有割合が、その特別関係者や共同協調行為を行う者の保有割
合との合計で15％以上となる買付け等（以下「大規模買付行為等」といいます。）を行お
うとする者（以下「大規模買付者」といいます。）の大規模買付行為等の内容、大規模買
付行為等に対する当社取締役会の意見・代替案等を踏まえ、株主の皆様に、大規模買付行
為等に応じるべきか否かを適切に判断いただくために必要な情報や時間を確保すること等
を目的としております。

上記目的のため、本プランは、大規模買付者に対して、当社取締役会に対して必要かつ
十分な情報を提供すること、及び、当社取締役会が対抗措置の不発動を決議するまでの
間、あるいは当社取締役会が対抗措置発動の是非につき株主の意思の確認のための株主総
会を開催すべきと判断したときはその対抗措置の発動承認議案が否決され当該株主総会が
終結するまでの間、大規模買付行為等を開始すべきでないことをルールとして定め、ま
た、大規模買付者が本プランに規定する手続を遵守しない場合は、当社取締役会が対抗措
置の発動を決議することができることを明記しております。また、本プランに規定する手
続が遵守された場合であっても、大規模買付行為等が当社グループの企業価値ないし株主
共同の利益を著しく損なうものと認められかつ対抗措置の発動が相当と判断される場合に
は、当社取締役会は対抗措置を講ずることがあります。
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③ 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

なお当社取締役会は、対抗措置の発動の是非について判断する場合、その恣意的判断を
排するため、独立社外取締役を含む、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみか
ら構成される独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、その勧告を最大限
尊重いたします。

なお、本プランの全文・詳細については、当社ホームページに掲載されている2023年
５月12日付プレスリリース「当社株式の大規模買付行為等に関する対応策（買収防衛策）
の導入並びに当該買収防衛策の導入に伴う現行の特定の株主グループを対象とした当社株
式の大規模買付行為等及び濫用的株主権行使への対応策（買収防衛策）の廃止に関するお
知らせ」（注）をご参照ください。

（注）当社ホームページ　https://ssl4.eir-parts.net/doc/9308/tdnet/2276478/00.pdf

　上記②（ｲ）記載の取組みは、当社グループの企業価値ないし株主共同の利益を確保し向
上させるための具体的方策であるため、上記①に記載の当社の基本方針に沿うものであり、
株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものでも
ありません。

また、上記②（ﾛ）に記載の取組みは、大規模買付行為等が確認された際に、当社グルー
プの企業価値ないし株主共同の利益を確保するための枠組みであり、上記①に記載の当社の
基本方針に沿うものです。加えて、当該取組みについては、経済産業省及び法務省が発表し
た「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める
三原則の要件を充足するものであり、また、経済産業省に設置された企業価値研究会が
2008年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東
京証券取引所が2015年６月１日に適用を開始し、2021年６月11日に改訂された「コーポ
レートガバナンス・コード～会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために～」
の「原則1－5．いわゆる買収防衛策」その他の買収防衛策に関する実務・議論を踏まえた
内容となっていること等により、高度の合理性を有するものです。
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判断基準 配当目標計算基準
良いとき 　配当性向30～45％程度を目途

基本 　配当性向30％程度を目途

悪いとき 　年間6円

(４) 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、「事業特性」、「中長期的成長を重視した経営資源の配分」、「財務基盤」の３
つのバランスがとれた株主還元策であることを基本として、業績にかかわらない一定水準の
配当を安定的に維持する配当政策を行ってまいります。
　基本となる考え方は、「良いときは笑い、悪いときにも泣かない」です。
　業績に応じて、良いとき、悪いときの判断基準及び最低配当額を定め、「良いとき」には
配当性向の累進により増配し、「悪いとき」にも無配を前提にはいたしません。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としておりま
す。これらの配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
　なお、2024年３月期の配当は、１株当たり年間14.28円を予定しております。
　内部留保の使途につきましては、中長期的展望に基づき当社グループの収益基盤の強化に
あててまいります。
　当社は株主の皆様への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により
「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」
旨を定款に定めております。

（注）本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てとし、また、百分比につきましては表
示未満端数を四捨五入して表示しております。
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連結貸借対照表（2024年3月31日現在） （単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

資産の部
流動資産

現金及び預金
営業未収金
契約資産
繰延及び前払費用
貯蔵品
未収還付法人税等
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
船舶
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品
土地
信託建物及び信託構築物
信託土地
建設仮勘定
その他
無形固定資産
ソフトウエア
商標権
その他
投資その他の資産
投資有価証券
長期貸付金
退職給付に係る資産
その他
貸倒引当金　

20,625
14,252
1,380
126
723

1,312
876

1,953
△0

45,879
39,626
15,439
10,259

35
579

1,133
3,300
204

8,674
0

130
109
11
9

6,122
4,324
1,126

11
669
△8　

負債の部
流動負債 13,254

営業未払金 1,865
短期借入金 2,710
1年内返済予定の長期借入金 7,682
未払法人税等 6
契約負債 346
賞与引当金 100
その他 543

固定負債 21,632
長期借入金 18,281
繰延税金負債 595
退職給付に係る負債 69
受入保証金 1,337
長期前受収益 536
特別修繕引当金 730
その他 80

負債合計 34,887
純資産の部
株主資本 30,246
資本金 2,767
資本剰余金 11,668
利益剰余金 16,763
自己株式 △953
その他の包括利益累計額 1,371
その他有価証券評価差額金 1,385
繰延ヘッジ損益 △13
純資産合計 31,618

資産合計 66,505 負債・純資産合計 66,505

連結計算書類

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書（2023年4月1日から2024年3月31日まで） （単位：百万円）

科目 金額
売上高 29,494
売上原価 26,268
売上総利益 3,225
販売費及び一般管理費 1,547
営業利益 1,678
営業外収益
受取利息 289
受取配当金 104
為替差益 270
その他 29 693
営業外費用
支払利息 375
借入手数料 58
その他 21 455
経常利益 1,917
特別利益
固定資産売却益 2 2
特別損失
固定資産除却損 1 1
税金等調整前当期純利益 1,918
法人税、住民税及び事業税 702
法人税等調整額 21
当期純利益 1,194
親会社株主に帰属する当期純利益 1,194
（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書（2023年4月1日から2024年3月31日まで） （単位：百万円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 2,767 11,652 20,102 △1,000 33,521
当連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △4,534 △4,534
親会社株主に帰属する当期純利益 1,194 1,194
自己株式の取得 △0 △0
自己株式の処分 15 48 64
株主資本以外の項目の当連結会
計年度中の変動額（純額）

当連結会計年度中の変動額合計 － 15 △3,339 47 △3,275
当連結会計年度末残高 2,767 11,668 16,763 △953 30,246

その他の包括利益累計額
純資産合計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 そ の 他 の 包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 537 1 538 34,060
当連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △4,534
親会社株主に帰属する当期純利益 1,194
自己株式の取得 △0
自己株式の処分 64
株主資本以外の項目の当連結会
計年度中の変動額（純額） 848 △14 833 833

当連結会計年度中の変動額合計 848 △14 833 △2,442
当連結会計年度末残高 1,385 △13 1,371 31,618
（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表（2024年3月31日現在） （単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

資産の部
流動資産

現金及び預金
海運業未収金
営業未収金
契約資産
繰延及び前払費用
立替金
貯蔵品
代理店債権
未収還付法人税等
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
信託建物
信託構築物
信託土地
建設仮勘定
その他
無形固定資産
ソフトウエア
商標権
その他
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
前払年金費用
長期前払費用
差入保証金
保険積立金
長期貸付金
その他
貸倒引当金　

13,956
8,842
1,067
299
126
299
39

1,067
234
873

1,106
△0

33,655
15,498
9,724
500

2
10

574
945

3,267
33

204
235

0
114
94
11
8

18,043
4,189
1,740

11
211
135
260

18,859
48

△7,415　

負債の部
流動負債 4,966

海運業未払金 1,100
営業未払金 228
短期借入金 2,510
１年内返済予定の長期借入金 290
未払金 45
未払費用 49
前受金 27
契約負債 346
前受収益 202
賞与引当金 64
その他 102

固定負債 9,908
長期借入金 7,315
繰延税金負債 524
受入保証金 1,501
長期前受収益 536
その他 30

負債合計 14,874
純資産の部
株主資本 31,375
資本金 2,767
資本剰余金 11,668
資本準備金 2,238
その他資本剰余金 9,430
利益剰余金 17,892
利益準備金 414
その他利益剰余金 17,478
別途積立金 2,600
固定資産圧縮積立金 25
繰越利益剰余金 14,853

自己株式 △953
評価・換算差額等 1,361
その他有価証券評価差額金 1,342
繰延ヘッジ損益 19
純資産合計 32,737

資産合計 47,612 負債・純資産合計 47,612

計算書類

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

損益計算書（2023年4月1日から2024年3月31日まで） （単位：百万円）
科目 金額

売上高
海運業収益 21,609
倉庫・運送業収益 2,262
不動産業収益 4,545 28,417
売上原価
海運業費用 22,874
倉庫・運送業費用 2,050
不動産業費用 2,183 27,108
売上総利益 1,309
販売費及び一般管理費 1,424
営業損失 114
営業外収益
受取利息 841
受取配当金 100
為替差益 1,931
その他 26 2,900
営業外費用
支払利息 55
貸倒引当金繰入額 1,044
その他 4 1,103
経常利益 1,682
特別利益
固定資産売却益 0 0
特別損失
固定資産除却損 1 1
税引前当期純利益 1,682
法人税、住民税及び事業税 693
法人税等調整額 39
当期純利益 949
（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書（2023年4月1日から2024年3月31日まで） （単位：百万円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資　本
準備金

その他
資　本
剰余金

資　本
剰余金
合　計

利　益
準備金

その他利益剰余金 利　益
剰余金
合　計

別 途
積 立 金

固 定 資 産
圧縮積立金

繰越利益
剰 余 金

当期首残高 2,767 2,238 9,414 11,652 414 2,600 26 18,436 21,477
当事業年度中の変動額
剰余金の配当 △4,534 △4,534
固定資産圧縮積立金の取崩 △1 1 －
当期純利益 949 949
自己株式の取得
自己株式の処分 15 15
株主資本以外の項目の
当事業年度中の変動額（純額）

当事業年度中の変動額合計 － － 15 15 － － △1 △3,583 △3,584
当期末残高 2,767 2,238 9,430 11,668 414 2,600 25 14,853 17,892

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評 価 差 額 金

繰延ヘッジ
損　　　益

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △1,000 34,897 523 4 527 35,424
当事業年度中の変動額
剰余金の配当 △4,534 △4,534
固定資産圧縮積立金の取崩 － －
当期純利益 949 949
自己株式の取得 △0 △0 △0
自己株式の処分 48 64 64
株主資本以外の項目の
当事業年度中の変動額（純額） 819 15 834 834

当事業年度中の変動額合計 47 △3,521 819 15 834 △2,686
当期末残高 △953 31,375 1,342 19 1,361 32,737

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結会計監査人の監査報告書

EY新日本有限責任監査法人
東　　京　　事　　務　　所
指定有限責任社員 公認会計士 林 　 一 樹業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 松 原 　 充 哉業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2024年5月16日

乾汽船株式会社
  取締役会　御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、乾汽船株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年
度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、乾汽船株式会社
及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対
して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計
算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

監査報告書

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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連結会計監査人の監査報告書

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当
該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実

施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注

記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企

業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に
表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監
査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可
能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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会計監査人の監査報告書

EY新日本有限責任監査法人
東　　京　　事　　務　　所
指定有限責任社員 公認会計士 林 　 一 樹業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 松 原 　 充 哉業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2024年5月16日

乾汽船株式会社
  取締役会　御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、乾汽船株式会社の２０２３年４月１日から２０２４年３月３１日
までの第１０４期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属
明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に
従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対し
て意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類
等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査人の監査報告書　謄本
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会計監査人の監査報告書

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること
にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、
我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際
して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注

記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業

の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し
ているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可
能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第104期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が

作成した監査報告書に基づいて審議した結果、監査役全員の意見の一致をみたので、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた

します。

1．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、当期の監査の方針、監査計画及び職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を

受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画及び職務の分担等に従い、取締役、内部

監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実

施いたしました。

①　取締役会及び経営会議並びにその他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いた

しました。また、子会社については、子会社の取締役、監査役等と意思の疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社

からの事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及び

その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定

める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取

締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたし

ました。

③　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他

における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ

の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行わ

れることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計

審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本

等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本

等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告書　謄本
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監査役会の監査報告書

2．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告

の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘す

べき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿っ

たものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではな

いと認めます。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年5月21日

乾汽船株式会社　監査役会
常勤監査役 渡 來 義 規 ㊞
監　査　役 山 田 治 彦 ㊞
監　査　役 清 水  豊 ㊞
監   査   役 上 野 祐 二 ㊞

　

以　上
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総会会場ではございません。

室町三丁目方面改札

改札

日本橋方面改札

三越方面改札

エレベーター

地下ルート
地下エントランス

地下エントランスからコレド室
町テラスに入り、郵便局の向か
いにあるエレベーターをご利用
いただき、3階の会場までお越
しください。

こちらのエスカレーターを利用
すると、遠回りになります。
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会場ご案内図（地下ルート）
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〒104-0054
東京都中央区勝どき一丁目13番6号 プラザタワー勝どき
TEL：03-5548-8211（代）　https://www.inui.co.jp/ 

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

地上ルート定時株主総会会場
ご 　 案 　 内 　 図

会 場
東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号　
日本橋室町三井タワー

（コレド室町テラス） 3階
室町三井ホール＆
カンファレンス　ホール
TEL：03-5548-8211

交通のご案内
東京メトロ銀座線・半蔵門線

「三越前」駅より地下直結
JR横須賀線・総武快速線

「新日本橋」駅より地下直結

前ページに地下からの詳細な
ルートのご案内がございます。
ぜひご覧ください。

となりに日本橋三井タワーがございます。
お間違えのないようご注意ください。

（地下ルートは前ページ）

総会会場へは地下通路より
お越しいただくのが便利です。
詳しくは前ページをご覧ください。
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